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【風水害】平成 28年 8月 17日台風 7号に伴う防災情報（第２報） 

平成２８年８月１７日  ７：３０  

東北地方整備局災害対策本部は、台風 7号に伴う降雨により平成 28年 8月 17日 7:30に

警戒体制（風水害）へ移行します。 

【理由】道路 3支部が警戒体制へ移行したため。 

＜警戒体制をとっている支部＞ 

郡山国道事務所（道路）  事務所の防災情報はこちらから 

磐城国道事務所（道路）  事務所の防災情報はこちらから 

仙台河川国道事務所（道路）  事務所の防災情報はこちらから 

平成２８年８月１７日 ３：４０ 

東北地方整備局災害対策本部は、台風 7号に伴う降雨により平成 28年 8月 17日 3:40に

注意体制（風水害）を発令します。 

 【理由】 

降雨により、砂防 1 支部が警戒体制をとり、河川室が注意体制を発令したため。 

＜注意体制をとっている支部＞ 

本部：総括室、河川室（砂防） 

支部：福島河川国道事務所 

支援：東北技術事務所 

http://www.thr.mlit.go.jp/koriyama/
http://www.thr.mlit.go.jp/iwaki/
http://www.thr.mlit.go.jp/sendai/

